


合意形成の進め方
　　　管理組合における最高議決機関は総会です。 

　　　工事の実施に特別の費用がかかる場合やマンションに影響がある場合、基本的には総会の

承認を経て進めます。

理事会での発案
・情報収集（ガイドブック、セミナー）

・実施による効果、メリット・デメリット、予算確保について検討

・必要に応じて専門家への相談•協議など

・形状が変更になる場合など影響が大きい場合、必要に応じて説明会実施

総会決議

理事会決議

・総会で決議し、内容は議事録に記載

実施準備
・助成金申請の場合は総会決議の議事録等申請書類の提出

・必要に応じて工事着工前居住者説明会実施

工事実施
・居住者に配慮しながらの工事実施（進捗状況の掲示など）


